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4 第１８回料金審査専門会合での御指摘事項 

指摘事項５ 
過去実績と異なり、原価算定期間において最大送出日量の伸びが

年間販売量の伸びを上回っている理由とその根拠 
（東京ガス、東邦ガス） 

内容 

指摘事項６ 供給計画の伸びに対して、事業者算定で使用している伸び率の方
が高い理由（東京ガス） 

各事業者より説明 

東京ガスより説明 

対応 

第１８回料金審査専門会合での指摘事項は、以下のとおり。 
また、事務局に対して、これまでの議論、事業者からの説明等を踏まえ、算
定方法等について整理し、事務局案を示すよう指示を頂いた。 



論点一覧 5 

これまでの御議論等を踏まえた、整理すべき論点は以下のとおり。 

論点１ 過去の最大時ガスの算定方法について 

論点２ 最大時ガスの伸び率の算定方法について 

論点３ 

論点４ 

想定振替供給量の算定方法（大口需要） 

論点５ 

想定振替供給量の算定方法（小口需要） 

論点６ 

振替供給能力確保の考え方（東京ガス） 

アローワンスの扱い（東京ガス） 

調整力コスト 

振替供給コスト 



6 第１８回専門会合までの御議論を踏まえた査定案 
○ ガスホルダーについて 
（御指摘・御意見） 
 ガスホルダー分を抜くことについて、事業者自ら言ったので、それは良かった。ただ、誰でも少
し考えれば分かること。こういうことは信頼を失うので、２社については反省して欲しい。 

（査定案） 
 第１８回専門会合において修正を行う旨の発言があった２事業者以外についても、最大時ガス量
の算定に当たり、ガスホルダーからの送出量が最大時ガス量に含まれている場合、それを控除す
ることとする。 

○ 実績を算定する過去年数について 
（御指摘・御意見） 
 過去何年間の数値を取るかは省令で決まっていない、東京ガスの場合、３年間で作ると平均額が
高くなる。事業者間で平仄をとった方が公平。３年を原則とし、５年を取っている事業者として
は、特別な根拠がある理由を求めてはどうか。 

 各社毎に算定方法が違う。そのうち、東京ガスは過去の実績期間を他社よりも長く取っている。
ここで気にしなければならないのは、５年にすると、震災の年も入るということ。また、今回３
社を３年に統一したとしてもそれが正しいということではなく、今回はそれが正しいということ
であると認識している。 

（査定案） 
 事業者から合理的な説明がなかったことから、今回の算定に用いる過去の年数については、３年
間を原則とする。他の事業者について、合理的な説明があった場合には、申請された年数を認め
ることとする。 



１．調整力コスト 

7 



原価算定期間の最大時ガスの算定方法 

 各事業者の原価算定期間の最大時ガスの算定方法を整理すると、以下のとおり。 

東京ガス 

大阪ガス 

東邦ガス （Ａ方式） 
２月の最大時ガス 

①過去の 
最大時ガス量 （Ｂ方式） 

年間の最大送出日
の平均ロードカーブに
おける最大時ガス 

（Ｄ方式） 
年間販売量の伸びと同じとする 

（Ｃ方式） 
最大日量の伸びと同じとする 

②最大時ガス量の伸び率 

各事業者の算定方法 

原価算定期間の最大時ガス ＝ ①過去の最大時ガス量 × ②伸び率 

8 



論点１： 過去の最大時ガスの算定方法 9 

①過去の最大時ガス量については、年間の最大送出日の平均ロードカーブにおける
最大時ガス（Ｂ方式）を用いることが合理的ではないか。 

Ｂ方式が合理的と考えられる理由 

 来年４月以降は、１日のロードカーブを導管事業者が計画し、それに従ってガスを注
入する、新たな同時同量制度が導入される。 

 したがって、原価算定期間の最大時ガスは、最大送出日のロードカーブにおける最大
時ガスになると考えられる。 

 したがって、過去の最大時ガス量については、過去３年間の最大送出日の平均ロード
カーブにおける最大時ガスを採用することが適当。 



○過去の供給計画と実績の乖離（計画に対する実績の比率） 
  H25 H26 H27 

平均 
（H25-H27） 

最大送出日量 
（千m3/日） 

計画 56,396 56,605 59,804 57,601 
実績 56,522 57,087 57,076 56,895 
乖離率 100.2% 100.9% 95.4% 98.8% 

年間販売量 
（千m3/年） 

計画 14,253,940 14,740,798 14,906,490 14,633,742 
実績 14,203,017 14,999,043 14,900,814 14,700,958 
乖離率 99.6% 101.8% 100.0% 100.5% 

  
平均 

（H25-H27） 
平均 

（H29-H31） 
増減率 

最大送出日量 
（千m3/日） 

56,895 59,568 104.7% 

年間販売量 
（千m3/年） 

14,700,958 15,050,415 102.4% 

○過去平均と原価算定期間平均の増減率 

論点２：最大時ガスの伸び率の算定方法（東京ガス） 10 

東京ガスについて分析した結果は以下のとおり。（事務局案は次頁） 

○最大送出日量、年間販売量の増減の推移（対前年増減率） 

※平成29年の増減率のみ、過去３年の送出日量の平均に対する値。比率については、小数点以下第2位を四捨五入している。 

• 過去3年間の最大送出日量の対前年増減率平均（＋0.6％）と比較して、原価計算期間の対前年増減
率平均は＋4.2％と大きくなっている。 

• 過去３年間の実績をみると、最大送出日量の平均伸び率（＋0.6％）は年間販売量の平均伸び率
（＋2.4％）を大きく下回っているにもかかわらず、原価算定期間に向けた伸びについては、最大
送出日量の増減率（＋4.7％）が年間販売量の増減率（＋2.4％）を上回っている。 

実績 計画 

  H24 H25 H26 H27 
平均 

（H25-H27） 
H29 H30 H31 

平均 
（H29-H31） 

最大送出日量 
（千m3/日） 

56,042 56,522 57,087 57,076 56,895 56,880 57,739 64,087 59,568 

増減率 － 100.9% 101.0% 100.0% 100.6% 100.0% 101.5% 111.0% 104.2% 

年間販売量 
（千m3/年） 

13,892,420 14,203,017 14,999,043 14,900,814 14,700,958 14,568,421 14,773,798 15,809,028 15,050,415 

増減率   102.2% 105.6% 99.3% 102.4% 99.1% 101.4% 107.0% 102.5% 



11 
論点２：最大時ガスの伸び率の算定方法（東京ガス） 

（案１） 原価算定期間の最大送出日量の増減率が、原価算定期間の年間販売量の増減率を上回
ることは合理的でないため、最大送出日量の伸びは、年間販売量の伸びを上限とする 

（案２） 最大送出日量の増減率は、年間販売量の増減率より小さくなる（大口需要の伸びが小口需
要の伸びを上回る場合）と考えられるため、最大送出日量の伸びは、年間販売量の伸びに一
定の補正※をした値を上限として行う 

（案３） 原価算定期間の最大送出日量の合理性が判断できないため、過去の最大送出日量（平
均）が横ばいに推移するとする 

（案４） 事業者の申請内容を認める 

 

 東京ガスの申請について、分析結果を踏まえた事務局整理案は以下のとおり。東京ガス
からの説明を踏まえて、御判断を頂きたい。 

※一定の補正： 例えば、過去の実績における、年間販売量の増減率に対する、最大送出日量の増減率の割合を算出
し、当該数値を原価算定期間の年間販売量の増減率に乗じることが考えられる。 



論点２：最大時ガスの伸び率の算定方法（東邦ガス） 12 

東邦ガスは、②最大時ガス量の伸び率を、年間販売量（実託送量を含む）の伸
びと同じとして算定している。 

これについて以下の対応案が考えられるが、いずれを採用するべきか。 
  案１：事業者の説明は合理的であると判断し、申請のとおりとする。 

  案２：最大送出日量の伸びを用いることとし、その算出は、供給計画の値を用いるので
はなく、年間販売量をベースに適切な補正を行って算出する。 

【東邦ガスが年間販売量の伸びを採用した理由】 
 供給計画の最大送出日量には、調整力に相当する余力を含めて計上しており、計画と実績の乖離が大
きくなっている。これをそのまま用いると、調整力の二重計上になってしまうため、原価算定期間の最
大時ガスの算定には、供給計画の最大送出日量ではなく、年間販売量を用いた。 

（検討のポイント） 
 供給計画における将来の値ついては、「年間販売量」の方が「最大送出日量」よりも精度が高いと
考えられるのではないか。それを踏まえ、最大時ガスの伸びとして、年間販売量の伸び率を用いる
ことは合理的と言えるか。 

 また、一般的には「年間販売量」よりも「最大送出日量」の増減率の方が小さくなるという御指摘
も頂いており、「年間販売量」の伸びをそのまま適用してよいか。 



論点２：最大時ガスの伸び率の算定方法（大阪ガス） 13 

大阪ガスについて分析した結果は以下のとおり。明らかに合理的でないという点は見当たら
ないため、事業者の用いた最大送出日量を認めてはどうか。 

○送出日量の増減の推移（対前年増減率） 

• 過去3年間の最大送出日量の対前年増減率平均（▲0.0％）と比較して、原価計算期間の対前年増減率平均は＋
0.1％となっており、ほぼ横ばいの計画。 

• 過去３年平均に対する原価算定期間平均の増減率では、最大送出日量の増減率（＋0.1％）にくらべて、年間販売
量の増減率（＋1.6％）となっている。 

• 過去の最大送出日量の計画と実績の乖離は、過去３年平均で99.6％（▲0.4％）。 

  

実績 計画 

H24 H25 H26 H27 
平均 

（H25-H27） 
H29 H30 H31 

平均 
（H29-H31） 

最大送出日量 
（千m3/日） 

32,174 32,635 33,362 32,095 32,697 32,596 32,745 32,834 32,725 

増減率 － 101.4% 102.2% 96.2% 100.0% 99.7% 100.5% 100.3% 100.1% 

年間販売量 
（千m3/年） 

8,317,989 8,338,592 8,079,327 7,846,352 8,088,090 8,149,211 8,231,213 8,279,890 8,220,105 

増減率 － 100.3% 96.9% 97.1% 98.1% 100.8% 101.0% 100.6% 100.8% 

○過去の供給計画と実績の乖離（計画に対する実績の比率） 
H25 H26 H27 

平均 
（H25-H27） 

最大送出日量 
（千m3/日） 

計画 32,397 32,412 33,672 32,827 
実績 32,635 33,362 32,095 32,697 
乖離率 100.7% 102.9% 95.3% 99.6% 

年間販売量 
（千m3/年） 

計画 8,372,696 8,268,154 8,243,406 8,294,752 
実績 8,338,592 8,079,327 7,846,352 8,088,090 
乖離率 99.6% 97.7% 95.2% 97.5% 

  
平均 

（H25-H27） 
平均 

（H29-H31） 
増減率 

最大送出日量 
（千m3/日） 

32,697 32,725 100.1% 

年間販売量 
（千m3/年） 

8,088,090 8,220,104 101.6% 

○過去平均と原価算定期間平均の増減率 

※平成29年の増減率のみ、過去３年の送出日量の平均に対する値。比率については、小数点以下第2位を四捨五入している。 
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２．振替供給コスト 



論点３：想定振替供給量の算定方法（大口需要） 15 

 各事業者は、大口需要の想定振替供給量を以下の方法で算定。 
Ａ方式： 平成２７年度の振替供給エリアにおける新規参入者供給量実績（大阪ガス、東邦ガ

ス） 

Ｂ方式： 平成２７年度の供給区域全体の新規参入者の実績×振替供給エリアの販売量比率
（振替供給エリアの販売量÷供給区域全体の販売量）（東京ガス） 

 大口需要家の想定振替供給量の算定方法については、より正確な実績を反映している
「Ａ方式」を採用することとしてはどうか。 

ＳＴＥＰ１ 
ガス導管に接続している各製造設備から注入したガスが物理的に届く範囲について、供給区域の
圧力解析を行い、振替供給が必要となるエリア（新規参入者の製造設備から物理的にガスが届
かないエリア）を設定。 

ＳＴＥＰ２ 振替供給が必要となるエリアにおける、新規参入者が供給すると予想される需要量を設定。 
（想定振替供給量） 

ＳＴＥＰ３ 過去の需要実績より、年間の需要量に対する、最大時ガス量の比率を算定（流量倍率） 

ＳＴＥＰ４ （想定振替供給量）と（流量倍率）により、振替供給のために確保する設備容量を算定。
（振替供給能力の合計） 
 

【各事業者の振替供給能力算定の基本的な流れ】 



論点４：想定振替供給量の算定方法（小口需要） 16 

 各事業者は、小口需要の想定振替供給量を以下の方法で算定。 
 各事業者からの詳細説明を踏まえて、想定振替供給量の算定が合理的であるか、御議
論を頂きたい。 

（東京ガス） 
• 自社でのガス自由化に伴うインターネット調査により、平成３２年度までに段階的に１０％
のスイッチが発生するとして算定。 

• なお、原価算定期間の初年度（平成２９年度）より、最終年度（平成３１年度）のスイッチ
量に見合う振替供給能力を確保しておく必要があるとして、振替供給コストを算定。  

 
（大阪ガス） 
• 平成１９年度の自由化範囲拡大時における初年度のスイッチ件数の率（１．１％）を基に平
成２９年度のスイッチ量を算定し、平成３０年度及び平成３１年度は、当該率に平成２０年
度から平成２６年度までのスイッチの平均伸び率（１０．４％）を乗じてスイッチ量を算定。 

 
（東邦ガス） 
• シンクタンクによる電力自由化におけるスイッチングの想定を参考、平成３２年度までに段
階的に需要の３％のスイッチが発生するとして算定。 



論点５： 振替供給能力確保の考え方（東京ガス） 17 

 東京ガスは、原価算定期間の初年度から、３年目における想定振替供給量に対応する
振替供給能力を確保している。 

 この点については、前回東京ガスより、振替義務量を確実に確保するために初年度から確
保しておくことが必要との説明があった。 

 事務局において、東京ガスの供給計画を確認した結果は以下のとおり。 
 十分な製造能力を有していると考えられることから、各年度の想定振替供給量に応じた
振替供給能力に修正することとしてはどうか。 

  平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

ピーク時ガス量見通し※１ 2,859 2,902 3,221 

供給計画上の製造能力※２ 4,067 4,373 4,373 

（千ｍ3／時） ○東京ガスのピーク時ガス量の申請値と供給計画上の製造能力との比較 

※１ 東京ガスの申請値から、ガスホルダー分を除いた値 
※２ 供給計画様式第６の「ピーク日ガス生産計画」を２４で除した値 



論点６： アローワンスの扱い（東京ガス） 18 

 東京ガスのみ、新たな同時同量制度における数量調整部分（10％）を含めて、振替
供給能力を算定。  

 来年4月からの新制度においては、託送供給依頼者は最大受入ガス量（最大時ガス）
の1.1倍に相当する供給力を確保することとされている（ガスシステム改革小委員会にお
いて決定。各社の託送供給約款にて記載。）。 

 他方で、新規参入者が撤退等をした場合の備えとしては、それに見合う製造能力を確保
しておけば十分ではないか。 

（参考）東京ガスの託送供給約款認可申請中の「小売託送供給約款」～抜粋～ 
Ⅰ．基本的事項 
 ４．引受条件 

 当社がこの約款に基づいた臭う供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供
給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。 
(1)～(9) （略） 
(10) 託送供給依頼者が受入地点において設置する設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回
る能力を確保していること。 
なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいいます。 
① 当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量 
② 日時繰越ガス量を翌々日以降に追加注入する際に必要な供給力で①の５パーセント 
③ 月次繰越ガス量を翌々月に追加注入する際に必要な供給力で①の５パーセント 
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次頁以降参考 
（第１６回料金審査専門会合資料再掲） 
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１．需給調整費の概要 



１．需給調整費の申請額と概要 21 

東京ガス 

申請額 
（原価算定 
期間平均） 

２，６０９百万円 

大阪ガス 東邦ガス 

調整力コスト 

振替供給コスト ３７８百万円 

１，５６４百万円 

１８２百万円 

合計 １，７４６百万円 ２，９８７百万円 

５７０百万円 

４１百万円 

６１２百万円 

（数値は全て端数切り捨て） 

１．調整力コスト 
一般ガス導管事業者が確保すべき調整力とは、前日計画に比して想定以上に需要が伸びた場合においても、当
該需要を満たすために、一般ガス導管事業者がガス製造事業者等から調達する供給力である。一般ガス導管事
業者は、調整指令のために必要な供給力を確保することの対価をガス製造事業者に支払い、これを調整力コス
トとして託送料金で回収する。 
 

２．振替供給コスト 
振替供給とは、一般ガス導管事業者が、ガスが物理的に届かない地域への託送供給の依頼に対して、当該地域
での十分な製造設備を有するガス小売事業者の製造設備の稼働増と他の地域での製造設備の稼働減を行うこと
で対応することをいう。この振替供給を可能とするため、製造設備の余力を確保することの対価をガス小売事
業者に支払い、これを振替供給コストとして託送料金で回収する。 



22 

２．調整力コスト 



（参考）調整力について 23 

（出典：第2８回ガスシステム改革小委員会資料８） 



24 ２－１．算定方法 
需給調整コストは、算定省令において、①適正コスト、②事業報酬相当額、
③法人税等相当額の合計値とされており、それぞれ以下のように算定方法が
規定されている。 

①適正コスト × 

②事業報酬 
相当額 

③法人税等 
相当額 

原価算定期間の 
必要調整力の合計（m3／ｈ） 

（※１） 
適正単価 

製造設備 
簿価 × 

過去３年平均の 
ピーク時生産実績 

（※２） 
÷ 事業 

報酬率 × 

× 製造部門における 
レートベース 

過去３年平均の 
ピーク時生産実績 

（※２） 

÷ 
原価算定期間中の平均資本金額に適正
な配当率を乗じて得た配当金及び利益準
備金を基礎として算定した適正な金額 

ガス事業に係る 
レートベース 

÷ × 

※１：原価算定期間における１時間当たり最大ガス量の各年度上位３日間平均の7.5％に相当する一時間当たりのガス量 
 ２：平成24年度から平成26年度までの各年度におけるピーク日ガス生産実績（㎥／日）を24で除して得た値の平均値 

：経済産業省告示で値が定められている項目 

：別途検討する項目 

原価算定期間の 
必要調整力の合計（m3／ｈ） 

（※１） 

原価算定期間の 
必要調整力の合計（m3／ｈ） 

（※１） 
× 



25 ２－２．申請内容詳細 
前述の算定方法に従った、各事業者の申請内容の詳細は、以下のとおり。 

①適正コスト 

東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 

８，６１５ a.適正単価（円／m3・h） 

b.必要調整力合計（千m３／ｈ） 
適正コスト（百万円） 
（ａ×b） 

９，２０９ ７，２２７ 
７５２ ３７８ １９０ 

６，４８３ ３，４９０ １，３７８ 

②事業報酬 
相当額 

c.製造設備簿価（百万円） 

d.必要調整力合計（千m３／ｈ） 

e.平均ピーク時生産実績（千m３／ｈ） 

f.事業報酬率（％） 
事業報酬相当額（百万円） 
（c×d÷e×f） 

１７６，７２５ ７６，８３５ ６４，７７６ 
７５２ ３７８ １９０ 

３，６５３ ２，２７５ １，１７７ 
２．１８ ２．１８ ２．１８ 

７９３ ２７８ ２２８ 

③法人税等 
相当額 

g.適正法人税等額（百万円） 

h.製造部門におけるレートベース（百万円） 

i.ガス事業に係るレートベース（百万円） 

j.必要調整力合計（千m３／ｈ） 

k.平均ピーク時生産実績（千m３／ｈ） 

９，２１９ ２４，３２２ ２，０６８ 
８５４，２１２ ２９３，９３９ ２４９，８７９ 

２，９４９，９８４ １，２８９，３３１ ７９３，１２０ 
７５２ ３７８ １９０ 

３，６５３ ２，２７５ １，１７７ 
法人税等相当額（百万円） 
（g×h÷i×j÷k） ５４９ ９２３ １０５ 

①～③合計（原価算定期間合計）（百万円） 

原価算定期間平均（百万円） 

７，８２７ ４，６９２ １，７１２ 
２，６０９ １，５６４ ５７０ 

（数値は全て端数切り捨て） 



２－３．告示の規定 26 

 a.適正単価、c.製造設備簿価、f.事業報酬率については、算定省令及び経済産
業省告示第１９６号（平成２８年７月４日）（以下「告示」という。）によ
り、以下のとおり規定。 

a.適正単価（※） 
（円／m3・h） 

実績単価 

基準単価 

８，６１５ 

８，８１５ ９，２０９ 

７，３２９ ９，２８３ 

７，２２７ 

東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 

c.製造設備簿価（千円） １７６，７２５，３５０ ７６，８３５，４３７ ６４，７７６，７４７ 

f.事業報酬率 ２．１８ ２．１８ ２．１８ 

（※）適正単価は、以下の判定により決定。 なお、大阪ガス、東邦ガスの実績単価と基準単価の差は８％以内。 
    
   ① 実績単価≦基準単価の場合                         
     適正単価＝実績単価 
   ② 実績単価＞基準単価であって、基準単価と実績単価との差が▲８％以内の場合  
     適正単価＝基準単価 
   ③ 実績単価＞基準単価であって、基準単価と実績単価との差が▲８％超の場合 
     適正単価＝実績単価の▲８％に相当する額 

：適正単価 



２－４－①．適正コスト（必要調整力算定の流れ） 27 

必要調整力は、原価算定期間中の年間最大３日平均の時ガス（m3/h）✕7.5％
で求めることとされている。 

各事業者の原価算定期間中の年間最大３日平均の時ガスの基本的な考え方は、
「過去実績」をもとに、需要の「伸び率」を考慮するものであるが、具体的
な算定方法は事業者ごとに異なる。 

ＳＴＥＰ１ 過去実績より、基準となる最大時ガス量を算出（基準最大時ガス量） 

ＳＴＥＰ２ 過去実績より、最大時ガス量に対する、２位及び３位の時ガス量の比率を算定 
（２位・３位比率） 

ＳＴＥＰ３ 過去の需要実績に対する、原価算定期間の各年度の想定需要の比率を算定（伸び率） 

ＳＴＥＰ４ （基準最大時ガス量）×（伸び率）により、原価算定期間の各年度の最大時ガス量を算定 

ＳＴＥＰ５ （原価算定期間の各年度の最大時ガス量）×（２位・３位比率）により、各年度の２位、３
位の時ガス量を算定 

ＳＴＥＰ６ 
（原価算定期間の各年度の最大、２位、３位の時ガス量の平均）×７．５％により、各年度
の必要調整力を算定 

【各事業者の必要調整力算定の基本的な流れ】 

 必要調整力（ｍ3/h）＝原価算定期間中の年間最大３日平均の時ガス（m3/h）✕7.5％ 



２－４－①．適正コスト（必要調整力の算定方法詳細） 28 

各事業者の必要調整力の具体的な算定方法は、以下のとおり。 

算定に当たり考慮した過去の期間 
（ＳＴＥＰ０） 

東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 

Ｈ２３～Ｈ２７ 
（過去５年） 

Ｈ２５～Ｈ２７ 
（過去３年） 

Ｈ２５～Ｈ２７ 
（過去３年） 

基準最大時ガス量の算定方法 
（ＳＴＥＰ１） 

各年度の最大時ガス量の平均 各年度の日量で最大となった日
の毎時のガス量を平均した値の
最大値 

各年度の最大時ガス量の平均 

２位・３位比率の算定方法 
（ＳＴＥＰ２） 

各年度の最大時ガス量に対する、
２位、３位の比率の平均 
（同一日は除外） 

同左 同左 

伸び率の算定方法 
（ＳＴＥＰ３） 

各年度の最大日量の平均に対
する、原価算定期間各年度の最
大日量想定の比率 

同左 各年度の年間需要の平均に対
する、原価算定期間各年度の年
間需要想定の比率 

ＳＴＥＰ４ 

ＳＴＥＰ５ 

ＳＴＥＰ６ 

（基準最大時ガス量）×（伸び率）により、原価算定期間の各年度の最大時ガス量を算定 

（原価算定期間の各年度の最大時ガス量）×（２位・３位比率）により、各年度の２位、３位の時ガス量
を算定 

（原価算定期間の各年度の最大、２位、３位の時ガス量の平均）×７．５％により、各年度の必要調整
力を算定 



２－４－①．適正コスト（原価算定期間の最大時ガス量） 29 

各事業者の過去及び原価算定期間の最大時ガス量は、以下のとおり。 

東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 
最大日量（年間量※1） ５３，０３８ 千 m3／日 

過去実績 
最大時ガス 

２位（比率） 

３位（比率） 

最大日量（年間量） 

平成２９年 
最大時ガス 

２位 

３位 

最大日量（年間量） 

平成３０年 
最大時ガス 

２位 

３位 

最大日量（年間量） 

平成３１年 
最大時ガス 

２位 

３位 

３，０６８千 m3／ h 
９８．６ ％ 

９７．８ ％ 

５５，８５７ 千 m3／日 
３，２３１ 千 m3／ h 
３，１８７ 千 m3／ h 

３，１６２ 千 m3／ h 

５６，７０１ 千 m3／日 
３，２８０ 千 m3／ h 
３，２３５ 千 m3／ h 

３，２１０ 千 m3／ h 

６２，９３４ 千 m3／日 
３，６４０ 千 m3／ h 
３，５９１ 千 m3／ h 

３，５６３ 千 m3／ h 

３２，６９７ 千 m3／日 
（※２）１，７１２ 千 m3／ h 

９８．３ ％ 

９６．６ ％ 

３２，５９６ 千 m3／日 
１，７０７ 千 m3／ h 
１，６７７ 千 m3／ h 

１，６４９ 千 m3／ h 

３２，７４５ 千 m3／日 
１，７１５ 千 m3／ h 
１，６８５ 千 m3／ h 

１，６５７ 千 m3／ h 

３２，８３４ 千 m3／日 
１，７１９ 千 m3／ h 
１，６８９ 千 m3／ h 

１，６６１ 千 m3／ h 

３，８６４ 百万 m3／年 
８４８ 千 m3／h 

９８．３ ％ 

９７．２ ％ 

３，９１２ 百万 m3／年 
８５８ 千 m3／ h 
８４４ 千 m3／ h 

８３４ 千 m3／ h 

３，９１７ 百万 m3／年 
８５９ 千 m3／ h 
８４５ 千 m3／ h 

８３５ 千 m3／ h 

３，９３１ 百万 m3／年 
８６２ 千 m3／ h 
８４８ 千 m3／ h 

８３８ 千 m3／ h 

※１ 東邦ガスは、年間量を基準に将来の伸び率を算定。 
  ２ 大阪ガスの２位、３位の比率算定の基準とした最大時ガス量：１，７４０千 m3／時 

（数値は全て端数切り捨て） 



２－４－①．適正コスト（原価算定期間の必要調整力） 30 

各事業者の申請額の前提となっている、原価算定期間の必要調整力と適正コ
ストは、以下のとおり。 

東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 

平成２９年度 

平成３０年度 

平成３１年度 

２３９ 千m3／h ６３ 千m3／h １２５ 千m3／h 

２４３ 千m3／h ６３ 千m3／h １２６ 千m3／h 

２６９ 千m3／h ６３ 千m3／h １２６ 千m3／h 

合計 ７５２ 千m3／h １９０ 千m3／h ３７８ 千m3／h 

a.適正単価 
(告示規定の値) ８，６１５ 円／ m3・h ７，２２７ 円／ m3・h ９，２０９ 円／ m3・h 

適正コスト 
(原価算定期間合計) ６，４８３ 百万円 １，３７８ 百万円 ３，４９０ 百万円 

b.必要 
調整力 

（最大３日
平均 
× 

７．５％） 

平成２９年度 

平成３０年度 

平成３１年度 

３，１９３ 千m3／h ８４５ 千m3／h １，６７８ 千m3／h 

３，２４２ 千m3／h ８４７ 千m3／h １，６８５ 千m3／h 

３，５９８ 千m3／h ８５０ 千m3／h １，６９０ 千m3／h 

最大３日平
均 

（数値は全て端数切り捨て） 



２－４－②．事業報酬相当額 
31 

各事業者が事業報酬相当額の算定に用いた数値は、以下のとおり。 

東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 

c.製造設備簿価 
（百万円） 

d.必要調整力合計 
（千m３／ｈ） 

e.平均ピーク時生産実績 
（千m３／ｈ） 

f.事業報酬率（％） 

②事業報酬相当額（百万円） 
（c×d÷e×f） 
（原価算定期間合計） 

７５２ ３７８ １９０ 

３，６５３ ２，２７５ １，１７７ 

２．１８ ２．１８ ２．１８ 

７９３ ２７８ ２２８ 

１７６，７２５ ７６，８３５ ６４，７７６ 

算定根拠 

告示規定の値 

告示規定の値 

①適正コスト参照 

次頁参照 

（数値は全て端数切り捨て） 



２－４－②．事業報酬相当額（平均ピーク時生産実績の算定） 
32 

各事業者は、e.平均ピーク時生産実績※を「供給計画様式第６」に記載の
「ピーク日ガス生産計画（実績）」により算定。 

東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 

平成２４年度 

平成２５年度 

平成２６年度 

８６，２３７千m3 ２８，１７２千m3 ５４，６０９千m3 

 ８６，８２４千m3 ２８，５６９千m3 ５４，６０９千m3 

９０，０１８千m3 ２８，０３２千m3 ５４，６０９千m3 

e.平均ピーク時生産実績 
（各年度平均÷２４） ３，６５３ 千m3／h １，１７７千m3／h ２，２７５千m3／h 

供給計画 
様式第６ 
ピーク日ガス
生産計画
（実績） 

※ 算定省令において、「平成24年度から平成26年度までの各年度におけるピーク日ガス生産実績（㎥／日）を24で除
して得た値の平均値」と規定 

各年度平均 ８７，６９３ 千m3 ２８，２５７千m3 ５４，６０９千m3 

（数値は全て端数切り捨て） 



２－４－③．法人税等相当額 
33 

各事業者は、法人税等相当額を①適正コスト、②事業報酬相当額の算定に用
いた値により算定※ 。 

※ 「g.適正法人税等額」、「h.製造部門におけるレートベース」及び 「i.ガス事業に係るレートベース」については、別途、本専門会合
で検討。 

g.適正法人税等額 
（百万円） 

h.製造部門におけるレートベース 
（百万円） 

i.ガス事業に係るレートベース 
（百万円） 

j.必要調整力合計 
（千m３／ｈ） 

k.平均ピーク時生産実績 
（千m３／ｈ） 

９，２１９ ２４，３２２ ２，０６８ 

８５４，２１２ ２９３，９３９ ２４９，８７９ 

２，９４９，９８４ １，２８９，３３１ ７９３，１２０ 

７５２ ３７８ １９０ 

３，６５３ ２，２７５ １，１７７ 
法人税等相当額（百万円） 
（g×h÷i×j÷k） 
（原価算定期間合計） ５４９ ９２３ １０５ 

東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 
（数値は全て端数切り捨て） 



２－５．調整力コスト（論点） 
34 

必要調整力の算定 

論点 

平均ピーク時 
生産実績の算定 

１．必要調整力の算定方法は合理的なものとなっているか。 
２．事業者ごとの必要調整力の算定方法の差異をどのように整理するか 

３．平均ピーク時生産実績の算定方法は合理的なものとなっているか。 
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３．振替供給コスト 



（参考）振替供給について① 36 

（出典：第2８回ガスシステム改革小委員会資料８） 



（参考）振替供給について② 37 

（出典：第2８回ガスシステム改革小委員会資料８） 



３－１．振替供給コスト（算定方法・申請内容） 38 

算定省令による振替供給コストの算定方法、各事業者の申請内容の詳細は、
以下のとおり。 

振替供給コスト × b.振替供給能力（※） 
の合計（m3／ｈ） 

a.振替供
給単価 

振替供給単価 ÷ 原価算定期間の必要調整力
（㎥／時）の合計 

調整力 
コスト 

（※）原価算定期間における１時間当たりの振替供
給能力（㎥／時）として一般ガス事業者が算
定した適正な見積能力 

【算定方法】 

【申請内容の詳細】 

a.振替供給単価 
（円／ m3・h） 

b.振替供給能力の合計 
（千m３／ｈ） 

１０，４００ １２，３８２ ８，９７９ 

１０９ ４４ １３ 

東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 

振替供給コスト(原価算定期間合計) 
（百万円） １，１３５ ５４６ １２４ 
振替供給コスト(原価算定期間平均) 
（百万円） ３７８ １８２ ４１ 

（数値は全て端数切り捨て） 



３－２－①．振替供給単価の算定 39 

各事業者は、算定省令に従い、調整力コストの算定結果より振替供給単価を
算定。 

b.原価算定期間の 
必要調整力の合計 
（m3／ｈ） 

a.調整力コスト 
（百万円） 

振替供給単価 
（円／ m3・h） 
（a÷b） １０，４００ １２，３８２ ８，９７９ 

東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 

７５２，６０７ １９０，７４３ ３７８，９８２ 

７，８２７ ４，６９２ １，７１２ 

（数値は全て端数切り捨て） 



３－２－②．振替供給能力の算定の流れ 40 

各事業者は、必要となる振替供給能力の合計を以下のように算定 

ＳＴＥＰ１ 
ガス導管に接続している各製造設備から注入したガスが物理的に届く範囲について、供給区域の
圧力解析を行い、振替供給が必要となるエリア（新規参入者の製造設備から物理的にガスが届
かないエリア）を設定。（詳細は各社説明資料参照） 

ＳＴＥＰ２ 振替供給が必要となるエリアにおける、新規参入者が供給すると予想される需要量を設定。 
（新規参入者供給需要量） 

ＳＴＥＰ３ 過去の需要実績より、年間の需要量に対する、最大時ガス量の比率を算定（流量倍率） 

ＳＴＥＰ４ （新規参入者供給需要量）と（流量倍率）により、振替供給のために確保する設備容量を算
定。（振替供給能力の合計） 
 

【各事業者の振替供給能力算定の基本的な流れ】 



３－２－②．振替供給能力の算定方法詳細 
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各事業者の振替供給能力の合計の算定方法の詳細は、以下のとおり。 

ＳＴＥＰ１ 
（振替供給エリア設定） 

ＳＴＥＰ２ 
（新規参入者供給需要量） 

ＳＴＥＰ３ 
（流量倍率） 

その他 

東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 

圧力解析の結果により設定 
 

同左 同左 

以下の合計 
（大口部門） 
供給区域全体での直近の託送
実績×振替供給が必要となるエリ
アの販売量比率※１ 
（小口部門） 
供給区域全体での想定スイッチ
量（原価算定期間最終年度×
３年分）×振替供給が必要とな
るエリアの販売量比率（過去５
年平均） 

以下の合計 
（大口部門） 
振替供給エリアでの直近の託送
実績 
 
（小口部門） 
供給区域全体での想定スイッチ
量（原価算定期間ごとに設定）
×振替供給が必要となるエリアの
販売量比率（過去３年平均） 

以下の合計 
（大口部門） 
振替供給エリアでの直近の託送
実績 
 
（小口部門） 
供給区域全体での想定スイッチ
量（原価算定期間ごとに設定） 
×振替供給が必要となるエリアの
小口部門の販売量比率（過去
３年平均） 

振替供給のために確保が必要な
製造設備の年間送出量と最大時
ガス量から算定 

供給区域全体の年間需要量と
最大時ガス量から算定 

同左 

ＳＴＥＰ２ 
（想定スイッチ量） 

個社想定 
（シンクタンクによる電力自由化に
おけるスイッチングの想定を参考に
想定） 

供給力込み倍数を設定し、補正 なし なし 

※１ 振替供給エリアの販売量÷供給区域の販売量  

個社想定 
（ガス自由化に伴うインターネット
調査から想定） 

個社想定 
（過去自由化範囲拡大時の状
況から想定） 
 



３－２－②．振替供給能力の合計と振替供給コスト 42 

各事業者の申請額の前提となっている原価算定期間の振替供給能力及び振替
供給コストは、以下のとおり。 

東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 

大口部門 

小口部門 

合計 

５６，５８０ 千m3／年 

振替供給能力（原価算定期間平均） ３６．３ 千m3／h ４．６ 千m3／h １４．７ 千m3／h 

振替供給量 
（原価算定
期間平均） 

流量倍率 ５，３０８ 倍 ４，５５７ 倍 ５，０２５ 倍 

（数値は全て記載未満切り捨て） 

１７，３１７ 千m3／年 

７３，８９７ 千m3／年 

２７，６１８ 千m3／年 

１４７，９４０ 千m3／年 

１７５，５５９ 千m3／年 

２０，２０１ 千m3／年 

９０７ 千m3／年 

２１，１０８ 千m3／年 

供給力込み倍数 １．１ 倍 ー ー 

大口部門 

小口部門 
合計 

５４０，７７３ 千m3／年 新規参入者
供給量 

（原価算定
期間平均） 

４４，９６８ 千m3／年 

５８５，７４１ 千m3／年 

４９，６４１ 千m3／年 

２６５，９１０ 千m3／年 

３１５，５５１ 千m3／年 

３７，６８８ 千m3／年 

１２，７７６ 千m3／年 

５０，４６５ 千m3／年 

振替供給能力（原価算定期間合計） １０９．１ 千m3／h １３．８ 千m3／h ４４．１ 千m3／h 

（参考） 
需要想定（原価算定期間平均） １３，７２９ 百万m3／年  ８，８４９ 百万m3／年 

１２４ 百万円 振替供給コスト（原価算定期間合計） １，１３５ 百万円 ５４６ 百万円 

３，６８４ 百万m3／年 

振替供給単価 １０，４００円／m3・h １２，３８２／m3・h ８，９７９／m3・h 



３－３．振替供給コスト（論点） 
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振替供給能力の算定 

論点 

１．振替供給エリアの設定は合理的か 
２．新規参入者の供給量の想定は合理的か 
３．振替供給能力の算定方法は合理的なものとなっているか。 
４．事業者ごとの振替供給能力の算定方法の差異をどのように整理す

るか 



（参考）算定省令（別表第１ 第１表（２））抜粋 44 

以下のＡ及びＢの合計額とする。 
Ａ．調整力コスト 
 １）適正コストの算定 

適正単価に原価算定期間の必要調整力（㎥／時）（※１）の合計を乗じて得た額とする。この場合の適正単価とは、実績単価（平成24年度
から平成26年度までの営業費明細表等を用いて計算した当該一般ガス事業者の一時間当たりのガスの製造能力に係る費用であって、経済産業大
臣が別に告示する値をいう。以下この（２）において同じ。）と基準単価（平成22年度から平成26年度までの営業費明細表等を用いて計算し
た当該一般ガス事業者の１時間当たりのガスの製造能力に係る費用を基に、各一般ガス事業者の経営形態の類似性等を勘案して分類したグルー
プごとに回帰分析を行うことにより求めた１時間当たりのガスの製造能力に係る費用であって、経済産業大臣が別に告示する値をいう。以下こ
の（２）において同じ。）の比較により、以下のとおり算定する。 

  ① 実績単価≦基準単価の場合                        適正単価＝実績単価 
  ② 実績単価＞基準単価であって、基準単価と実績単価との差が▲８％以内の場合 適正単価＝基準単価 
  ③ 実績単価＞基準単価であって、基準単価と実績単価との差が▲８％超の場合  適正単価＝実績単価の▲８％に相当する額 
  
 ２）事業報酬相当額の算定 

以下の算式により算定するものとする。 
｢製造設備簿価｣×｢原価算定期間の必要調整力（㎥／時）の合計｣÷｢過去３年平均のピーク時生産実績（※２）｣×事業報酬率 
この場合の製造設備簿価とは、ガスの製造に係る資産に係る簿価であって経済産業大臣が別に告示する値とし、事業報酬率は別表第１第２表
に規定する方法により算定した値とする。 

  
 ３）法人税等相当額の算定 

以下の算式により算定するものとする。  
「原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な金額」×「製造部門におけ
るレートベース」÷「ガス事業に係るレートベース」×｢原価算定期間の必要調整力（㎥／時）の合計｣÷｢過去３年平均のピーク時生産実績｣ 

  
 ４）調整力コストの算定 

適正コスト、事業報酬相当額及び法人税等相当額の合計値とする。 
 
Ｂ．振替供給コスト 
 １）振替供給単価の算定 
  以下の算式により算定するものとする。 
 「調整力コスト」÷「原価算定期間の必要調整力（㎥／時）の合計」 
 ２）振替供給コストの算定 
  以下の算式により算定するものとする。 
  ｢振替供給単価｣×｢振替供給能力（※３）の合計｣ 

算 定 方 法 項 目 

需給調整費 

（※１）必要調整力：原価算定期間における１時間当たり最大ガス量の各年度上位３日間平均の7.5％に相当する一時間当たりのガス量 
（※２）過去３年平均のピーク時生産実績：平成24年度から平成26年度までの各年度におけるピーク日ガス生産実績（㎥／日）を24で除して得た値の平均値 
（※３）振替供給能力：原価算定期間における１時間当たりの振替供給能力（㎥／時）として一般ガス事業者が算定した適正な見積能力 



（参考）需給調整費に係る審査要領 
 需給調整費については、「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第
一項の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約
款料金審査要領（以下「審査要領」という。）」に基づき、原価算定の根拠となる、
「必要なガス製造設備の容量」等について、審査を行うこととなる。 

45 

第２章 「原価等の算定」に関する審査 
第３節 個別査定対象ネットワーク費用 
 算定省令第４条の規定に基づいて申請一般ガス事業者が算定した営業費のうち、個別査定対象
ネットワーク費用については、第1節の考え方に基づき、次のとおり審査するものとする。 
１．需給調整費については、これに係る実績単価、基準単価及び製造設備簿価が経済産業大

臣が別に告示する値となっているか否か、必要調整力及び振替供給能力の算定根拠が実績
及び供給計画等を踏まえて妥当であるか否か、算定省令別表第１第１表（２）に掲げる
方法に基づき適正に算定されているか否かを確認する。 

審査要領抜粋 



              

        
        
        
        

Ⅱ  高経年設備に係る設備投資計画 
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設備投資関連費用の審査にかかる論点（高経年設備投資にかかる部分のみ抜粋） 
 
設備投資については、 
（ア）原価算定期間に過大な投資が計画されていないか。過去の計画に対する工事実績と比較して、原
価算定期間の工事計画は適正か。また、数量、単価は適正か。 
 
（イ）既設設備にかかる更新工事や拡充工事については、当該設備の更新実績、設備の現状も踏まえ、
工事計画及び工事金額が妥当であるか。 
 

１．①論点 

第１７回料金審査専門会合にて提示 

 本日は、高経年設備投資のうち、各社の申請金額に占める割合が特に大きく、行政の
指針等との兼ね合いも含めて検討が必要となる、ねずみ鋳鉄管・腐食劣化対策管の投
資計画の妥当性についてご議論をいただきたい。 



48 
１．②各社の申請内容(ねずみ鋳鉄管）投資金額・数量 

 ねずみ鋳鉄管の申請額は、過去３年平均と比較し、東京ガスでは２１億円（＋１
６％）増加しているのに対し、大阪ガスでは９億円（－２０％）減少している。         

【東京ガス】投資数量・投資額の推移 

投資額 投資数量 

３８億円 ４０ｋｍ 

４８億円 ７８ｋｍ 

－９億円（－２０％） －３８ｋｍ（ －４９% ） 

183  174  180  187  197  
217  227  226  236  236  126  127  

147  
135  142  156  

164  163  171  171  

0
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180

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34
0

50

100

150

200

250

300

350
投資数量（km) 投資額（億円） 

A:原価算定期間 
平均 

B:過去３年平均 

増減（A-B) 

投資額 投資数量 

１５４億円 ２１４ｋｍ 

１３３億円 １７９ｋｍ 

+２１億円（+１６%） +３５ｋｍ（+１９%） 

出所：第１７回料金審査専門会合 資料５－１、６－１、６－３及び事務局のヒアリングにより作成 

原価算定期間 

A:原価算定期間 
平均 

B:過去３年平均 

増減（A-B) 

 計画 

【大阪ガス】投資数量・投資額の推移 

74  
80  82  

40  40  40  40  40  40  40  

45  47  
51  

38  38  38  38  38  38  38  

0

10

20

30

40

50

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34
0
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120
投資数量（km) 投資額（億円） (億円) 

 計画 原価算定期間 

注：東邦ガスは、ねずみ鋳鉄管の対策投資を平成２７年度までに完了しているため、原価算定期間における更新投資の申請はない。 

(億円) (kｍ) 
(kｍ) 



１．②各社の申請内容(ねずみ鋳鉄管）投資単価 

（出所）第１９回料金専門会合資料・事務局によるヒアリングに基づき作成 

 ねずみ鋳鉄管の原価算定期間の申請単価は、過去３年平均と比較し、東京ガスでは、
２.３千円/m下落しているのに対し、大阪ガスでは３４.６千円/m上昇。 
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【大阪ガス】工事単価の推移 【東京ガス】工事単価の推移 

60.1 56.9 
62.9 

94.6 94.6 94.6 94.6 
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50.0

60.0
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100.0
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実績 

計画 

原価算定期間 

68.6 72.9 

81.8 

72.0 72.0 72.1 72.2 
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10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

実績 

計画 

原価算定期間 

算定期間 
平均： 

72.1千円/m 

過去3年平均： 
74.4千円/m 

算定期間平均 
94.6千円/ｍ 

過去3年平均 
60.0千円/ｍ 

注：大阪ガスでは、平成27年度までに対策を実施したねずみ鋳鉄管の要対策導管（高リスク）は、口径が比較的小さく単価が安
いものが多かったのに対し、平成２８年度以降に対策を実施しているねずみ鋳鉄管の維持管理導管（低リスク）は、口径が比較
的大きく単価が高いものが多いため、平均単価が大幅に増加している。 

千円/m 千円/m 

注 



１．③ガス安全小委員会等での過去からの要求事項（ねずみ鋳鉄管） 

注４ ４大ガス事業者：東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、西部ガス                （出所）第１９回料金審査専門会合資料・事務局によるヒアリングに基づき作成 
注５ ねずみ鋳鉄管を維持管理導管として管理しているのは東京ガス及び大阪ガスである。 

 ねずみ鋳鉄管についてはガス安全高度化計画で、リスク分析に基づき比較的高いリスク
を有する要対策導管とそれ以外の維持管理導管に分類して管理することとされている。 

 要対策導管については、平成１９年５月の北見市ガス漏れ事故中間報告書以降、平
成２７年度までに対策を完了することとされている。 

 維持管理導管については、過去から適切に維持管理しつつ対策を行うこととされていたが、
平成２８年３月のガス安全高度化計画見直しにて、平成３７年度までに対策完了と
期日が設定されている。 

注１ 故障、事故実績等のリスク分析に基づく比較的高いリスクを有する経年本支管（出所：ガス安全高度化計画）                                                      
注２ 要対策導管以外の経年本支管であり、監視等により維持管理を行うもの。（出所：ガス安全高度化計画）                                       
注３ 昭和３０年以前に埋設の小口径（直径３００ミリメートル以下）の導管は、平成３２年度までに完了する計画で対策を進める。 

年月 報告書・委員会 ねずみ鋳鉄管 
要対策導管（注１） 維持管理導管（注２） 

平成１０年３月 ガス安全高度化検討会報告書 平成３２年頃には概ね完了を見込む。 - 
平成１９年５月 北見市ガス漏れ事故の中間報告とり

まとめ及び再発防止策について 
対策を平成２７年度までに前倒しし、
そのための計画策定の検討 

- 

平成２３年５月 ガス安全高度化計画 
（ガス安全小委員会） 

平成２７年度までに対策を完了する。 
(４大ガス事業者） 

適切な維持管理をおこないつつ、よ
り細かな優先順位付けに基づいた対
策を進める。 

平成２８年３月 ガス安全高度化計画見直し 
（ガス安全小委員会） 

- 平成３７年度までに完了する計画で
対策を進める。 

過去からの報告書・委員会での要求事項 
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注１ 注２ 

注3 

注４ 

注５ 



51 
１．④各社の申請内容(腐食劣化対策管）投資数量・投資額 
 腐食劣化対策管の原価算定期間の申請額は、過去３年平均との比較では、東京ガ
スでは、5億円（＋１１％）増加、東邦ガスでは、６億円（ー２１％）減少、大阪
ガスでは、１８億円（＋５５％）増加している。 

【東京ガス】投資数量・投資額の推移 

投資額 投資数量 

４９億円 １８０ｋｍ 

３２億円 １１３ｋｍ 

+１８億円 
（+５５%） 

+６７ｋｍ 
（＋６０%） 

92  

132  

167  
147  147  147  147  147  147  147  36  

48  

63  

54  54  54  54  54  54  54  
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億円 
ｋｍ 
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平均 

B:過去３年平均 

増減（A-B) 

投資額 投資数量 

５４億円 １４７ｋｍ 

４９億円 １３０ｋｍ 

+５億円 
（+１１%） 

+１７ｋｍ 
（+１３%） 

出所：第１７回料金審査専門会合 資料５－１、６－１、６－２，６－３及び事務局のヒアリングにより作成 

原価算定期間 

A:原価算定期間 
平均 

B:過去３年平均 

増減（A-B) 

計画 

【大阪ガス】投資数量・投資額の推移 

115  110  113  
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【東邦ガス】投資数量・投資額の推移 
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２３億円 １１２ｋｍ 

２９億円 １２６ｋｍ 

－６億円 
（－２１%） 

－１４ｋｍ 
（－１１%） 

原価算定期間 

A:原価算定期間 
平均 
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１．④各社の申請内容(腐食劣化対策管）投資単価 

（出所）第１９回料金審査専門会合資料・事務局によるヒアリングに基づき作成 

 腐食劣化対策管の原価算定期間の申請単価は、過去３年平均と比較し、各社とも低
下している。 
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【東京ガス】工事単価の推移 

原価算定期間 

算定期間 
平均： 

36.7千円/m 
過去3年平均： 

37.6千円/m 

千円/m 

【東邦ガス】工事単価の推移 
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過去3年平均： 
23.0千円/m 
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【大阪ガス】工事単価の推移 
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30.9千円/m 

千円/m 



１．⑤ガス安全小委員会等での過去からの要求事項(腐食劣化対策管） 

 腐食劣化対策管を含む、低圧の非耐震管については、平成２０年４月の日本ガス協
会のGas Vision2030において、平成４２年時点での耐震化率９０％が取り組み指
針として示されていた。 

 平成２６年２月のガス安全高度化計画見直し案において、平成３７年度末に耐震
化率９０％と対応期日が前倒しされている。 

注１ 腐食劣化対策管：白管、黒管、アスファルトジュート管                                                                                  
注２ 非耐震管 ねずみ鋳鉄管及び腐食劣化対策管                                                                                     
注３ 耐震化率：耐震化が完了した本支管／対象すべての本支管（この場合は低圧本支管） 

年月 報告書・委員会 腐食劣化対策管 
平成２０年４月 日本ガス協会（Gas vision2030) 業界取組指針として、平成４２年時点の耐震化率約９０％ 
平成２３年１０月 日本ガス協会（保安向上計画2020） 平成３２年末時点の耐震化率約８５％ 
平成２４年４月 ガス安全高度化計画（ガス安全小委員会） 埋設された土壌環境等によって腐食が進行し、ガス漏洩につながる可

能性があることから、維持管理導管としてリスクを監視しながら、よ
り細かな優先順位付けに基づいた対応を行う。 

平成２６年２月 ガス安全高度化計画見直し案 平成３７年度末に９０％とする新たな耐震化目標を設定するなどの取
り組みを実施。 

（出所）第１９回料金審査専門会合資料・事務局によるヒアリングに基づき作成 
  

過去からの報告書・委員会での要求事項 

注１ 

注２ 

注３ 
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２．高経年対策設備投資の各社比較①（導管） 
54 

 導管投資では、東京ガスの低圧のねずみ鋳鉄管（＋２１億円／年）、大阪ガスの腐
食劣化対策管（＋１７億円／年）、東邦ガスの中圧ダクタイル鋳鉄管（GM）（＋
２０億円／年）への投資が過去３年平均と比較して大きく増加している。 

区分 設備名 東京ガス 東邦ガス 大阪ガス 
H25-27 H29-31 H32-34 H25-27 H29-31 H32-34 H25-27 H29-31 H32-34 

導
管 

低
圧 

本管 ねずみ鋳鉄管 １３３ １５４ １６９ ３ ０ ０ ４８ ３８ ３８ 
ダクタイル鋳鉄管(DG) ０ ０ ０ ６ １３ １３ - - - 

支管 腐食劣化対策管 ４９ ５４ ５４ ３０ ２３ ２３ ３２ ４９ ４９ 
低圧導管合計 １８２ ２０８ ２２３ ３８ ３６ ３６ ７９ ８８ ８７ 

中
圧 

本管 中圧架管 ４ ４ ４ ０ ０ ０ - - - 
非裏波溶接鋼管 - - - - - - ５ ７ ７ 
低品質裏波溶接鋼管 ２ ３ ０ ０ ４ ２ - - - 
ダクタイル鋳鉄管(DG) - - - ６ ０ ０ - - - 
ダクタイル鋳鉄管(GM) - - - １ ２１ ２８ ０ ３ ３ 

中圧導管合計 ６ ７ ４ ７ ２４ ３０ ５ １０ １０ 
導管合計 １８８ ２１５ ２２７ ４５ ６０ ６６ ８４ ９８ ９８ 

出典 第１７回 料金審査専門会合資料及び各社への事務局ヒアリングの結果に基づき作成 
注１ 本管：１００ｍｍ以上の導管、支管：１００ｍｍ未満の導管 
注２ ダクタイル鋳鉄管（DG)：ガス型接合ダクタイル鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管（GM）：機械式接合ダクタイル鋳鉄管 
注３ 腐食劣化対策管：経年劣化支管（東京ガス）、低圧ねじ接合管（東邦ガス）、ねじ支管（大阪ガス）と表記。 
注４ 大阪ガスでは、非裏波溶接鋼管と機械式接合ダクタイル鋳鉄管を合わせて経年中圧管と表記。 
注５ 非裏波溶接鋼管：鋼管の溶接部分に溶け込み不足があり、阪神大震災報告書及び東日本大震災報告書で対策が求められた導管。 
注６  低品質裏波溶接鋼管（東京・東邦ガス）は、災害対策として整理されていたが、大阪ガスでも類似の申請が高経年対策に含まれていることから、今回表示。 
  ：億円未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがある。 

注１ 

注２ 

注２・4 

注３ 

注４ 

高経年対策設備投資の各社比較 単位：億円 

注６ 

注２ 

指摘事項９ 



２．高経年対策設備投資の各社比較②（導管以外） 
55 

 導管以外の投資では、東京ガスのガバナ（＋７億円／年）・バルブ関連（＋７億円
／円）の投資が過去３年平均と比較して大きく増加している。 

区分 設備名 東京ガス 東邦ガス 大阪ガス 
H25-27 H29-31 H32-34 H25-27 H29-31 H32-34 H25-27 H29-31 H32-34 

導
管 
以
外 

中 
高
圧 

ガバナ レイノルドガバナ ３ ３ ３ - - - ８ １１ １１ 
ガバナステーション ０ ８ ５ - - - - - - 
ガバナ関連合計 ３ １０ ８ ０ ０ ０ ８ １１ １１ 

バルブ 大口径鋳鉄製バルブ ３ ８ ２ - - - - - - 
バルブ駆動機 １ ２ １ - - - - - - 

メインバルブ ０ １ １ - - - - - - 
バルブ関連合計 ４ １１ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

防食設備 防食設備 １ ２ ２ - - - 2 2 ２ 
導管以外合計 ８ ２３ １３ ０ ０ ０ １１ １４ １４ 

高経年設備投資合計（A) １９６ ２３８ ２４０ ４５ ６０ ６６ ９５ １１２ １１２ 

参考 需要量 （億㎥）（B） １３０.４ １３７.3 ３６.６ ３７.7 ８５.７ ８８.5 

1㎥単位あたりの高経年設備投資額（A/B) １．５ １．７ １．２ １．６ １．１ １．３ 

高経年対策設備投資の各社比較 単位：億円 

出典 第１７回・第19回料金審査専門会合資料及び各社への事務局ヒアリングの結果に基づき作成 
注１ 大阪ガスの資料では、経年中圧ガバナーと表記。 
注２ 大阪ガスの資料では、経年防食設備と表記。 
  ：億円未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがある。 

指摘事項９ 

注１ 

注２ 



３．高経年対策の整理 
56 

 高経年対策における設備投資には、同機能の新しいものに更新する場合と、現行品と
は異なるより安全な高性能・高機能のものに交換する場合がある。 

 各社の申請の大半は、後者。 
 高性能・高機能のものへの交換の時期については、現行品のリスクや国の計画等を踏ま
えて計画的に全量交換を進められているものや、定期点検の結果によって交換するもの
などがある。 

各社の設備投資の内容 
（○が同機能の新しいものへの交換、☆がより安全な高性能・高機能のものへの交換） 

出典 第１７回・第１９回 料金審査専門会合資料及び各社への事務局ヒアリングの結果に基づき作成 
注：大阪ガスの防食設備のみ実経過年数に基づく取替を実施。 

指摘事項１１ 

区分 設備名 東京
ガス 

東邦
ガス 

大阪
ガス 

導
管 

低
圧 

本管 ねずみ鋳鉄管 ☆ ☆ 
ダクタイル鋳鉄管(DG) ☆ 

支管 腐食劣化対策管 ☆ ☆ ☆ 
中
圧 

本管 中圧架管 ☆ 
非裏波溶接鋼管  ☆ 
低品質裏波溶接鋼管 ☆ ☆ 
ダクタイル鋳鉄管(DG) ☆ 
ダクタイル鋳鉄管(GM) ☆ ☆ 

区分 設備名 東京
ガス 

東邦
ガス 

大阪
ガス 

導
管 
以
外 

中 
高
圧 

ガバナ レイノルドガバナ ☆ ☆ 
ガバナステーション ○ 

バルブ 大口径鋳鉄製バルブ ☆ 
バルブ駆動機 ○ 

メインバルブ ○ 
防食設備  ○ ○ 

注 



57 
（参考）料金審査専門会合における主なご意見（１／３） 

第１４回料金審査専門会合での主なご意見 
○高経年化対策の年度毎の詳しい情報を出してほしい。平成28年以降、10年間をかけて、ど
のようなペースで行っているのか。年度によって変動があったのではないか。算定期間の３
年間の位置づけは何か。 
 
○高経年設備が何年持つのか、知識がないと判断が厳しい。直近の実績から増減があるので、
そもそも各社前提が違うのではないのか。個社事情も含めてしっかり説明してほしい。 

注：高経年対策の投資金額・数量の妥当性の考え方に関する全般的なコメント及び今回の検討対象であるねずみ鋳鉄管、腐食劣化対策管に関するコメントを抜粋 

注 

 高経年設備に対する投資の妥当性に関しては、これまで以下のようなご意見をいただい
た。 

 ①過去より原価算定期間の投資数量・金額が増加しているのではないか。 
 ②ガス安全高度化計画等で定められた対応期限より前の段階で達成する投資計画と 
  なっている。対応期限までの全期間で投資の平準化をすべきではないか。 
 ③もっと以前から投資数量・金額を増やしておくべきだったのではないか。 



58 
（参考）料金審査専門会合における主なご意見（２／３） 

第１７回料金審査専門会合での主なご意見 
 
○東京ガスのねずみ鋳鉄管対策のグラフだが、Ｈ２７から少しずつ対応数量を増やしている。
一方で、Ｈ３７に対応数量が極端に下がっているのはなぜか。高度化計画に基づいて対策す
ればＨ２４～Ｈ３７までまんべんなく対応すべきだったのではないか。  
 
○対策開始が遅すぎたのではないか。安全性が重要と言い続けてきたが、北見での事故以前
も、阪神淡路大震災など安全性を再考する契機はあったはず。オリンピック・パラリンピッ
クに間に合わせるのは重要なのは承知しているが、対応が遅すぎるのでは。  
 
○東京ガスの高経年対策等の投資額の内訳推移及びねずみ鋳鉄管対策投資数量の推移をみる
と、原価算定期間の３年間に盛っているようにみえるので、しっかりと見てもらいたい。２
０２０ビジョンでは、保安対策の加速との記載があるので、Ｈ２３年から加速してもいいは
ずだが、遅いのではないか。  
 
○高経年化対策が算定期間に増加しているので、過大となっていないか、全体の推移を見つ
つ、物量・単価を検証して欲しい。 
 

注：高経年対策の投資金額・数量の妥当性の考え方に関する全般的なコメント及び今回の検討対象であるねずみ鋳鉄管、腐食劣化対策管に関するコメントを抜粋 

注 
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○東邦ガスの検討対象管のリスクマトリックスは、リスクの高いものからやってきたという
説明は非常にわかりやすい。安全性を重視していることを感じる。一方、東京ガスに関して
は対策開始が遅すぎないか。国に言われてから始めたというのは、安全が重要と言ってきた
今までの業界の説明から考えると納得できず、遅れた結果として原価算定期間に高リスクの
ものが多く入ることになっている。過去から実施すべきであったものは、その期間全体で行
う形に査定にすべきで、工員の能力が不足していて対策が追いつかなかったのであれば、説
得力のある形で説明してもらい、納得できないようであれば認められない。  
 
○高経年化対策という名前が良くないのではないか。高経年化対策は、電気の鉄塔等のよう
に、技術革新はあるものの基本的に同じものに取り替えること。一方、ねずみ鋳鉄管対策は、
安全対策として別物に取り替えるもの。安全対策として危ないから違うものに取り替えるの
と、高経年したため同じものに取り替えるものとで、分けて議論すべきではないか。 
 
 
 

注 

注：高経年対策の投資金額・数量の妥当性の考え方に関する全般的なコメント及び今回の検討対象であるねずみ鋳鉄管、腐食劣化対策管に関するコメントを抜粋 


	検討を深めるべき論点について�（需給調整費、高経年設備に係る設備投資計画）
	目次��Ⅰ　　需給調整費��Ⅱ　　高経年設備に係る設備投資計画
	Ⅰ　　需給調整費
	第１８回料金審査専門会合での御指摘事項
	論点一覧
	第１８回専門会合までの御議論を踏まえた査定案
	スライド番号 7
	原価算定期間の最大時ガスの算定方法
	論点１： 過去の最大時ガスの算定方法
	論点２：最大時ガスの伸び率の算定方法（東京ガス）
	論点２：最大時ガスの伸び率の算定方法（東京ガス）
	論点２：最大時ガスの伸び率の算定方法（東邦ガス）
	論点２：最大時ガスの伸び率の算定方法（大阪ガス）
	スライド番号 14
	論点３：想定振替供給量の算定方法（大口需要）
	論点４：想定振替供給量の算定方法（小口需要）
	論点５： 振替供給能力確保の考え方（東京ガス）
	論点６： アローワンスの扱い（東京ガス）
	次頁以降参考�（第１６回料金審査専門会合資料再掲）
	スライド番号 20
	１．需給調整費の申請額と概要
	スライド番号 22
	（参考）調整力について
	２－１．算定方法
	２－２．申請内容詳細
	２－３．告示の規定
	２－４－①．適正コスト（必要調整力算定の流れ）
	２－４－①．適正コスト（必要調整力の算定方法詳細）
	２－４－①．適正コスト（原価算定期間の最大時ガス量）
	２－４－①．適正コスト（原価算定期間の必要調整力）
	２－４－②．事業報酬相当額
	２－４－②．事業報酬相当額（平均ピーク時生産実績の算定）
	２－４－③．法人税等相当額
	２－５．調整力コスト（論点）
	スライド番号 35
	（参考）振替供給について①
	（参考）振替供給について②
	３－１．振替供給コスト（算定方法・申請内容）
	３－２－①．振替供給単価の算定
	３－２－②．振替供給能力の算定の流れ
	３－２－②．振替供給能力の算定方法詳細
	３－２－②．振替供給能力の合計と振替供給コスト
	３－３．振替供給コスト（論点）
	（参考）算定省令（別表第１　第１表（２））抜粋
	（参考）需給調整費に係る審査要領
	Ⅱ　　高経年設備に係る設備投資計画
	１．①論点
	１．②各社の申請内容(ねずみ鋳鉄管）投資金額・数量
	１．②各社の申請内容(ねずみ鋳鉄管）投資単価
	１．③ガス安全小委員会等での過去からの要求事項（ねずみ鋳鉄管）
	１．④各社の申請内容(腐食劣化対策管）投資数量・投資額
	１．④各社の申請内容(腐食劣化対策管）投資単価
	１．⑤ガス安全小委員会等での過去からの要求事項(腐食劣化対策管）
	２．高経年対策設備投資の各社比較①（導管）
	２．高経年対策設備投資の各社比較②（導管以外）
	３．高経年対策の整理
	（参考）料金審査専門会合における主なご意見（１／３）
	（参考）料金審査専門会合における主なご意見（２／３）
	（参考）料金審査専門会合における主なご意見（３／３）

